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Ⅰ　はじめに

　地域共生社会１）の実現に向けて社会福祉
法が改正され、その大きな柱として、地域住
民の複合的な課題や狭間のニーズへの対応の
ために重層的支援体制整備事業２）が2021年
度から始まった。対象者の属性にかかわらな
い相談支援事業、参加支援、地域づくりに向
けた支援の３事業の一体的な実施にあたって、
社会福祉士や精神保健福祉士の活用に努める

ことが参議院で付帯決議され、「ソーシャル
ワーク機能」３）に対する期待感が高まって
いる4）。また、2018年３月に社会保障審議会
福祉部会福祉人材確保専門委員会から「ソー
シャルワーク専門職である社会福祉士に求め
られる役割等について」（以下、報告書とする）
が出され、地域共生社会の実現の推進や新た
な福祉ニーズへの対応のためには「ソーシャ
ルワーク機能」注１）の発揮が必要となる。そ
れに対応するべく社会福祉士養成カリキュラ
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ムが見直され5）、「ソーシャルワーク機能を
学ぶ科目の再構築」や「ソーシャルワーク機
能の実践能力を養う実習時間数の拡充」など
が行われ、2021年度入学生から適用となった。
　しかし、実習時間を増やし、複数分野での
実習を経験するという新カリキュラムに基づ
いた養成教育だけで、制度横断的な課題への
対応や必要な社会資源の開発といった役割を
担える実践能力を身に付けたソーシャルワー
カーを育成できるとは考えにくい。これにつ
いて、たとえば永田が全国社会福祉教育セミ
ナー（2020）注２）における基調講演の中で、「属
性別にとどまらない実習教育プログラムの開
発（実習先や地域と協力した法人間ネットワ
ークを活かした実習プログラムや地域を基盤
に『人の動き』や『支援の流れ』を軸足とし
た実習プログラムなど）」、「卒後教育、学び
直しの仕組み構築」、「養成課程の枠を超えた
（カリキュラムに縛られない）ソーシャルワ
ーク『体験』の提供」が必要であると述べて
いる。このように、地域のさまざまな立場や
分野の関係者が連携・協働して学び合い、ソ
ーシャルワーカーが活動できる場を創出して
いくこと、すなわち、地域レベルでの「教育
と実践の一体的展開」がソーシャルワーカー
養成教育の今日的課題となっている。そのた
め、職能団体、事業者団体、社会福祉協議会
等との組織間連携・協働を基盤としたあらた
な教育・研修体制を構築していくことが求め
られている。
　そこで、本研究では、地域共生社会づくり
を意図した取り組みのなかで、現任社会福祉
士が担っている役割や課題を明らかにするこ
とにより、これからのソーシャルワーカー養
成教育（卒後教育を含む）のあり方を検討す
る上で活用できる基礎資料を示すことが目的
である。

Ⅱ　研究方法

１．研究対象者と倫理的配慮
　対象者の選定にあたっては、事前に職能団
体であるA県社会福祉士会に問い合わせ、「包
括的な相談支援体制」および「住民主体・地
域課題解決体制」の構築・維持において先進
的な実践活動をしている事業所および社会福
祉士について情報収集した結果、7人（社会
福祉士会員個人）を調査対象とした。調査対
象者には、社会福祉士会から氏名・連絡先の
提供の許諾を得たのち研究代表者より連絡を
行った。
　インタビューの際には調査対象者に対し、研
究目的、方法、得られたデータの匿名性等の
プライバシーの保持と厳重管理、研究参加の
自由意志等について、研究協力に対する心情
的拘束に十分配慮しながら書面と口頭で説明
し、研究協力の同意書に署名を得た。得られ
たデータは研究以外の目的に使用しないこと、
途中でも辞退可能であることを約束した。また、
分析結果の公表についての許可を得た。 なお、
本研究は、新潟青陵大学倫理審査委員会の審
査を受け、承認を得て実施した（第148号）。

２．調査内容と分析方法
　インタビュー項目としては、①直面してい
る地域福祉課題、②地域を基盤としたソーシ
ャルワーク実践上の課題、③ソーシャルワー
ク機能と役割遂行上の学習課題、④地域共生
社会づくりに貢献できるソーシャルワーク人
材育成に向けた研修のあり方の４項目を設定
した。
　社会福祉士の活動実態という複雑な事象や、
思いをありのままに記述し分析するために、
質的記述的方法を用いた。得られたデータか
ら逐語録を作成し、繰り返し読み込み、調査
対象者が「社会福祉士としての自らの実践」
についてどのように語り、受け止め、対応し
ているのかに留意しながら、意味のある文節



所属 性別 年代
社会福祉士の

経験年数
社会福祉士以外の保有資格 現在従事している主な職種

A氏 障害者支援施設 男性 50歳代 20～30年未満
介護支援専門員, 教員, 認定社会福祉士
（障害分野）

法人役員　障害者支援施設施設長

B氏 社会福祉協議会 女性 50歳代 20～30年未満 介護支援専門員 社会福祉協議会の社会福祉士

C氏 地域生活定着支援エンター 男性 40歳代 10～15年未満 介護支援専門員, 介護福祉士 センター長兼相談員

D氏 社会福祉協議会 男性 40歳代 15～20年未満 介護支援専門員, 精神保健福祉士 生活支援コーディネーター

E氏 地域包括支援センター 男性 40歳代 15～20年未満 介護支援専門員 包括支援センターの社会福祉士

F氏 医療機関 男性 40歳代 15～20年未満
介護支援専門員, 認定社会福祉士,精神保
健福祉士,

精神保健福祉士

G氏
居宅介護支援事業所・
相談支援事業所

女性 40歳代 10～15年未満 介護支援専門員, 教員 主任介護支援専門員

表１　対象者の概要
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あるいは段落ごとに切片化し、コーディング
して簡素なラベルをつけて、類似したラベル
をまとめてサブカテゴリー、カテゴリーの生
成・分類を繰り返した。分析の信頼性と妥当
性を確保するために、社会福祉士としての実
務経験のある共同研究者３名とのメンバーチ
ェッキングで合意が得られるまで繰り返し照
合した。

Ⅲ　結果

１．研究対象者の属性
　以下、表１に示すとおり、研究対象者の所
属先は、社会福祉協議会２名、地域包括支援
センター１名、居宅介護支援事業所・相談支
援事業所１名、地域生活定着支援センター１
名、障害者支援施設１名、医療機関1名であ
った。性別は、男性５名、女性２名であった。
年代は、40歳代５名、50歳代２名であり、社
会福祉士の経験年数は、10～15年が２名、15
～20年が３名、20～30年が２名であった。保
有資格は、７名全員が社会福祉士の他に介護
支援専門員資格を有している。またその他、
認定社会福祉士２名、精神保健福祉士２名、
介護福祉士１名、教員免許状２名であった。
現在従事している主な職種としては、施設長
１名、センター長兼相談員１名、事業所の社
会福祉士２名、生活支援コーディネーター１
名、主任介護支援専門員１名と６名が相談援
助業務を行っている。

２．分析結果
　地域共生社会の実現に向けた社会福祉士の
ソーシャルワーク実践の展開に関する要素と
して得られたデータを分析した結果から、４
つのカテゴリーに分類できた。カテゴリー・
サブカテゴリー・代表的なラベルは表２に示
した。以下、カテゴリーは【　】、サブカテ
ゴリーは＜　＞、代表的なラベルは「　」で
示して説明する。

１）【直面しているミクロ領域の福祉課題】 
　社会福祉士が日々の業務の中で直面してい
る福祉課題や個別ニーズに関する要素が抽出
された。このカテゴリーは２つのサブカテゴ
リ―＜支援困難ケースの増加＞＜意識上の障
壁・排他的傾向＞から構成された。
　＜支援困難ケースの増加＞は、「認知症に
よる金銭管理」「自己決定ができない人の増
加」「一人暮らしで認知症となり、その後の
支援決定者不在」「若者の引きこもり」「外国
籍の人へのコミュニケーションの取り方」「多
問題家族」「生活困窮」「子どもの貧困」「ヤ
ングケアラー」「高齢者の移動外出支援」など、
社会福祉士がこれまで経験したことがない複
合的な課題にどうやって支援していけば良い
のか、どうアプローチすれば良いのか分から
ないケースの増加のことである。所属する施
設や事業所の職員として、根拠を持った支援
や対応ができず、「自分自身のソーシャルワ
ーク実践に自信を持てない」「ジレンマ状態」
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に置かれ、「手探り状態」のなかで支援を行
っている現状がうかがえる。＜意識上の障壁・
排他的傾向＞では、「施設に入れれば良い」「子
が引き取れば良いのに」など「認知症や障害
を持った人に対する排他的傾向が強い」や「昔
に比べて差別意識や偏見とか無関心など負の
感情が強まっていて」「つながりが弱まって
いる」など意識上の障壁を含む人間関係の希
薄化が、支援を展開していく上での阻害要因
になっていると現任社会福祉士は認識してい
た。

２）【福祉課題の解決に向けた日々の業務】
　社会福祉士の活動基盤である地域社会の実
情や課題に関する要素が抽出された。このカ
テゴリーは３つのサブカテゴリ―＜社会構造
（社会のひずみ）に起因する問題の顕在化＞
＜地域福祉力の低下＞＜地域福祉課題の解決
に向けた所属先職員としての活動＞から構成
された。
　「家族の縮小による家族機能の低下」や「生
活スタイルが多様になってきていることに伴
って、生きづらさを抱えた方が増えてきた」
こと、「（生きづらさを抱えた人を）支えるた
めの福祉、医療、教育、情報、収入などあら
ゆる面で格差が大きくなってきた」ことによ
り「社会資源の利活用にも格差が拡大」して
いるなど＜社会構造（社会のひずみ）に起因
する問題が顕在化＞し、「地域の中で孤立す
る人」や「制度の狭間に置かれる人」の増加
を招いていた。そして「高齢化率が高く人口
減少地域にて社会資源や福祉人材の乏しさが
顕著」となり「（地域の中で孤立する人を）
支え合う仕組みづくりが進まず」「地域で支
援困難ケースを受け入れる体制がない」「福
祉と司法」「福祉と医療」など「連携体制が
弱い」など＜地域福祉力の低下＞が顕著にな
っているメゾ領域の福祉課題に対し、＜地域
福祉課題の解決に向けた所属先職員としての
活動＞として「触法障害者」「虐待ケースの

受け入れ」や「ワンストップサービスの実践」
などの個別支援事例を活用し「地域関係機関
と事例研究を行う『地域連絡会』の開催」を
する。社会福祉士会をつうじて「ネットワー
クの構築・強化」を図るなどの活動、「地域（地
方検察庁、弁護士、警察、福祉・医療関係者）
に対して啓発のための研修等を実施」や地域
コミュニティを単位とした、福祉課題を検討
し実践活動をする委員会（住民主体）の設置、
仕組みづくりを行う等、福祉に限らず、交通
インフラの整備や拡充を目指すために「関係
機関（省庁含む）連携会議の実施」などの活
動を行っていた。

３） 【地域支援に向けた社会福祉士としての
役割と役割遂行上の課題】

　地域支援に向けて、特に重要視しているソ
ーシャルワーク機能と役割遂行上の課題に関
する要素が抽出された。このカテゴリーは７
つのサブカテゴリ―＜価値基盤＞＜アウトリ
ーチ＞＜地域アセスメントと情報の集約と共
有＞＜組織間連携の強化＞＜専門性の向上と
能力獲得の必要性＞＜人材育成の課題＞から
構成された。
　ソーシャルワーカーの倫理綱領における行
動規範や社会的包摂を＜価値基盤＞とし、「以
前、在宅介護支援センターが行っていたよう
な高齢者の実態把握調査のようなことをやっ
たり」「地域に出向き住民と話をする機会を
多く作る」など＜アウトリーチ活動＞をする
ようになったことで、「社会情勢の変化に伴
う社会福祉の動向と地域の福祉課題の把握」
がしやすくなった。そして、「さまざまな団
体や個人からの声を拾い集めマッチングさせ
る『歩く出会い系サイト（良い意味で）』を
目指した」活動を行っていた。そのような活
動をつうじて収集できた情報を「関係者で情
報共有するためにカンファレンスを実施して
家族支援の視点の確認」をしたり、「地域住
民に対して正しい知識や情報を伝え、共有す
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る機会」を作ったりして、「個のニーズから
地域課題を見つけ、それを発信していく」な
ど＜地域アセスメントと情報の集約と共有＞
を一体的に行うようになった。こうした活動
の蓄積により、「対象者が高齢・障害・児童
と分野横断的であり、保健・福祉・医療など
の業種だけではなく、司法・警察など業種横
断的な社会資源との関係形成の体制づくりが
必要」という共通認識の形成につながり、「地
域社会に貢献する社会福祉事業を柔軟に実施
できる組織基盤と組織体制を整備」や「『つ
ながる』場の提供と関係性づくりの後押し」
など＜組織間連携の強化＞につながった。一
方で、役割を遂行していく上で、「ミクロレ
ベルでのアセスメント力」「個のニーズを生
じさせている環境のアセスメント」「地域の
歴史的背景など地域特性に関する知識」「組
織経営に関する知識と技術」「環境の問題か
ら地域課題を分析できるアセスメント力」や
「権利擁護に関する知識」「相談援助（コミ
ュニケーション・面接技術）の知識」「ネッ
トワークスキル」「プレゼンテーションの技
術」など＜専門性の向上と能力の獲得の必要
性＞を再確認していた。そして、「専門性に
欠ける人」や「経験不足」、「制度執行官と揶
揄されるように割り振られた業務をマニュア
ル的にしかできない人」「サービス調整ばか
りで社会への働きかけができない専門職」や
「自身の実践を言語化・可視化できない専門
職」の存在、「今の教育内容では実践力の高
い社会福祉士が育たない」「リフレクション
（内省）を中心とした研修の機会はほとんど
ない」「職場内や地域でスーパービジョン体
制が根付かない」など地域における＜人材育
成の課題＞も顕在化してきた。

４） 【地域を基盤としたソーシャルワーク実
践力の高い人材育成の必要性】

　社会福祉士として地域を基盤としたソーシ
ャルワーク実践を展開する際に支障となる要

素が抽出された。このカテゴリーは４つのサ
ブカテゴリ―＜地域福祉課題の解決に向けた
社会福祉士としての実践の実際＞＜課題解決
に向けたシステム上の課題＞＜地域性・社会
情勢の問題＞＜福祉人材育成の難しさ＞から
構成された。
　社会福祉士は、ミクロ・メゾ領域の福祉課
題の解決に向けて、「身寄りなしの人と看取
りについて意思確認」や「成年後見制度の利
用促進」など「個別事例をつうじて、司法と
福祉の関係者双方の理解を促進する」ように
したり、地域住民を対象として「認知症に関
する正しい知識と理解」を目的に、「行政や
地域住民らから依頼されたミニ講座や講師依
頼などの仕事は積極的に引き受け」「地域住
民の集う場への参加を継続」するなど啓発活
動を行っていた。さらに、「職能団体として、
行政との情報交換」を行ったり、「全国組織
に属し、国に対して司法と福祉の連携が促進
されるような要望書を出す」社会に対する働
きかけを＜地域福祉課題の解決に向けた社会
福祉士としての実践の実際＞として行ってい
た。同時に「行政機関を含む組織間ネットワ
ークが機能しない状況」「地域社会のつなが
りの不足」「定年で仕事が辞められない雇用
情勢」「高齢になっても働かなければ暮らし
ていけない社会の年金制度」「業務が多く課
題解決に取り組む時間がない」「地域の福祉
課題の普遍化が難しい」「自分ごととして主
体的に取り組みに参加・協力する機運がない」
のような＜課題解決に向けたシステム上の課
題＞や「地縁血縁の濃さ」「目立つ者は叩か
れる」「すぐに噂話が広がる」「地域のリレー
ションシップの複雑さ」「本来は阻害要因も
無く定期開催できていたが、現在はコロナウ
イルス感染防止のため参加者を参集できな
い」「他を理解する、または他を受け入れる
ことに寛容になれない社会のありよう（子育
て・教育・就労・そしてコロナ禍）」など＜
地域性・社会情勢の問題＞により「地域にお
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けるソーシャルワーク実践の困難さ」を実感
していた。このようなソーシャルワーク実践
上の困難を克服するための方法として、「地
域住民力を高める」ことや「ソーシャルワー
ク専門職の専門性や能力の向上」が不可欠と
考えていた。一方で、「実践力の高いソーシ
ャルワーク専門職」や「キーパーソンが育た
ない」「制度や組織、立場を超えての支援に
抵抗を感じている専門職がいる」「ボランテ
ィア活動の減少」「課題解決に向けた研修等
を企画しても興味がある人しか参加しない」
「地域づくりなどに関する研修は優先順位が
低い」「地域のキーパーソンの発掘が難しい」
「支える側の育成が追い付かない」「『困って
いる人』がお互い様の気持ちを醸成できない」
「助けられ上手になるという意識が乏しい」
「『我がごと』として捉えられない」「認知症・
障害・触法者などへの誤った認識をもつ人が
多い」など＜福祉人材育成の難しさ＞のジレ
ンマを抱えていた。

Ⅳ　考察

　今回のインタビュー調査の対象者である社
会福祉士は、地域共生社会づくりに向け、そ
れぞれの職場で職種として担っている支援困
難ケースへの対応を通して、地域のさまざまな
相談を受け止め、自ら対応する、あるいは他機
関に繋ぐなど、いわゆる「断らない相談支援」
6）を意図した活動を行っていた。一方、参加支
援や地域づくり支援など住民主体の問題解決
体制の構築については、制約が多く、ソーシャ
ルワーク機能を発揮できていない状況が明ら
かになった。これについては、本研究で明らか
になった現任社会福祉士が日々のソーシャルワ
ーク実践の中で感じている【地域支援に向け
た社会福祉士としての役割と役割遂行上の課
題】と【地域を基盤としたソーシャルワーク実
践力の高い人材育成の必要性】という課題と
関連して検討する必要があると考えた。すな

わち、ソーシャルワーク機能の発揮を阻害する
要因として、地域支援の展開を困難にする社
会福祉士を取り巻く環境上の諸問題や専門職
制度・養成教育などが抱える構造的な問題が
潜在化しているのではないかと考えた。そのた
め、まず、①参加支援や地域づくりなど地域
を基盤としたソーシャルワークの展開が困難な
理由として、社会福祉士を取り巻く環境の課
題を検討する。そのうえで、②地域支援の実
践事例を踏まえて、地域支援に貢献できる人
材として社会福祉士が日々の業務の中で持つ
べき視点や担うべき役割について考えていくこ
ととする。

１．社会福祉士を取り巻く環境の課題
　参加支援や地域づくりなど地域を基盤とし
たソーシャルワークの展開を困難にする要因
としては、「個別支援」と「地域支援」の切
り分けが不明瞭であること、方法論の未確立、
配分とバランスの難しさなどいくつか考えら
れる。最も大きな要因としては、勤務先の分
野・種別によって、社会福祉士が地域福祉に
関する業務を担当する機会と場が少ないとい
う社会福祉士を取り巻く職場環境の課題があ
げられる。たとえば、公益社団法人社会福祉
振興・試験センターが公表している社会福祉
士が就労している分野に関する調査結果7）で
は、「高齢者福祉関係」（43.7％）が最も多く、
次いで「障害者福祉関係」（17.3％）、「医療
関係」（14.7％）と続き、「地域福祉関係」（7.4
％）の分野で就労する社会福祉士はきわめて
少なくなっている。また、所属している法人
種別では、「社会福祉協議会以外の社会福祉
法人」（35.6％）と「医療法人」（15.9％）が
過半数を占め、地域福祉に関する業務を主に
担当する「地方自治体」（13.3％）や「社会
福祉協議会」（10.7％）は２割程度にとどま
っている。このように、現状として多くの社
会福祉士が縦割り制度に基づく「個別支援」
を主な業務とする専門職として活動している
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プレゼンテーション技術

スーパービジョンでの振り返り

権利擁護（特に高齢者）意識の向上のための取り組み

職能団体の組織力と発信力を活かし、人材育成の一助を担う（研修改革等）

地域での担い手の発見

成年後見制度の啓発

身寄りなしの方と看取りについて意思確認

個別事例を通じた、司法と福祉の関係者双方の理解を促進

地域住民を対象に認知症に関する正しい知識と理解が深まるよう啓発

行政や地域住民らから依頼された仕事（ミニ講座や講師依頼など）は積極的に引き受け、地域住民の集う場への参
加を継続

職能団体として、行政との情報交換

全国組織に属し、国に対して、司法と福祉の連携が促進されるような要望書を出す

実践力の高いソーシャルワーク専門職の不足

制度や組織、立場を越えた支援に抵抗を感じている専門職

ボランティア活動の減少

課題解決に向けた研修等を企画しても興味がある方しか参加しない

地域づくりなどに関する研修は優先順位が低い

地域のキーパーソンの発掘が難しい

支える側の育成が追い付かない

「困っている人」がお互い様の気持ちを醸成できない

助けられ上手になるという意識が乏しい

「我がごと」として捉えていただけない

認知症・障がい・触法者などへの誤った認識

行政機関を含む組織間ネットワークが機能しない状況

地域社会のつながりの不足

定年で仕事辞められない雇用情勢

高齢になっても働かなえれば暮らしていけない社会の年金制度

業務が多く課題解決に取り組む時間がない

地域の福祉課題の普遍化が難しい

自分ごととして主体的に取り組みに参加・協力する機運がない

地縁血縁の濃さ

目立つ者は叩かれる

すぐに噂話が広がる

地域のリレーションシップの猥雑さ

本来は阻害要因も無く定期開催できていたが、現在はコロナウイルス感染防止のため参加者を参集できない

他を理解する、または他を受け入れることに寛容になれない社会（子育て・教育・就労そしてコロナ禍など）

人材育成の課題

地域支援に向けた社会福祉士としての役割と
役割遂行上の課題

価値基盤

地域を基盤としたソーシャルワーク実践力の高い
人材育成の必要性

地域福祉課題の解決に向けた社会福祉士と
しての実践の実際

福祉人材育成の難しさ

課題解決に向けたシステム上の課題

地域性・社会情勢の問題

専門性と能力の修得の必要性

アウトリーチ

地域アセスメントと情報の集約と共有

組織間連携の強化

直面しているミクロ領域の福祉課題

支援困難ケースの増加

意識上の障壁・排他的傾向

福祉課題の解決に向けた日々の業務

地域福祉力の低下

社会構造（ひずみ）に起因する問題の顕在
化

地域福祉課題の解決に向けた所属先職員と
しての活動

表２　地域共生社会の実現に向けた社会福祉士のソーシャルワーク実践の展開に関する要素
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ことがわかる。別な言い方をするならば、「高
齢者福祉」なら「高齢者」、「障害者福祉」な
ら「障害者」、「医療福祉」なら「患者」とい
うように、個別支援の対象が明確であるのに
対し、「地域福祉」は「地域」あるいは「地
域住民全員」というように支援の対象がぼや
けている。法人種別においても同様に、地域
福祉の推進役である社会福祉協議会を除いて、
縦割りの制度によるサービス提供を行ってい
る機関への所属が多いことから、地域福祉関
係の就労機会と場がきわめて少ないことが課
題となっている。
　このような課題に対し、地域における多様
かつ複雑な課題、言いかえるならば、高齢、
障害、児童、患者以外の残余的な社会的弱者
が抱える問題を解決できるあらたな専門職と
して、コミュニティ・ソーシャルワーカーが
制度化され、全国的に導入されている。しか
しながら、個別支援と地域への働きかけ・ア
プローチなどの地域支援が同時にうまく機能
している地域がある一方で、コミュニティ・
ソーシャルワーカーが導入されていない地域
や、導入されていてもうまく機能せず、コミ
ュニティ・ソーシャルワーカー一人で複雑か
つ多様な課題を抱えている地域もある。また、
多くのコミュニティ・ソーシャルワーカーが
市町村町社会福祉協議会を中心に配置されて
いることも地域を基盤としたソーシャルワー
クの拡充の阻害要因となっている。また、い
うまでもなく、地域住民は地域福祉の主体で
あるが、その主役である地域住民側もさまざ
まな課題を抱えている。たとえば、担い手の
高齢化・不足、参加者の減少、運営資金の不
足、内容のマンネリ化などである。インフォ
ーマルな社会資源としての自治体、町内会、
コミュニティ協議会などの役員やメンバー、
あるいは民生・児童委員、ボランティア団体
など地域福祉の貴重な担い手には、負担がす
でに過重になっている。このことから、参加
支援や地域づくり支援においては、地域住民

が主体性を発揮できず、結果的に福祉の専門
職に依存せざるを得なくなっている地域もあ
る。この点について、菱沼が、「地域支援を
展開していくためには、地域支援を業務とし
て明確に位置づけ、行政施策としても支えて
いく体制を整えることが必要である」8）と指
摘しているように、多くの社会福祉士が所属
する「高齢者福祉関係」や「障害者福祉関係」
の社会福祉法人においても、職員が参加支援
や地域づくりなどの地域支援を通常業務とし
て取り組めるような業務環境の改善が求めら
れている。

２． 地域支援の展開に向けた社会福祉士の視
点と役割

　ここまで述べてきたような、社会福祉士を
取り巻く業務環境の課題を踏まえ、今後、社
会福祉士が地域支援を展開していく際に、求
められる視点と役割について考えてみたい。
　まず、日常生活圏域を活動範囲とする視点
を持ち、地域課題を把握するという役割を遂
行することである。「地域アセスメントや地
域住民との連携に関する実践を促進させてい
くためには、人口２万人未満を参考値として
地域担当制を採用し、それぞれの地域に社会
福祉士を配置していくことが有効である」8）

との指摘があるように、日常生活圏域を単位
として地域の課題を把握しつつ、住民との信
頼関係のもとで個別支援と地域支援を相互に
関連づけながら推進していくことが求められ
る。また、アセスメントは同時に地域の強み
を明らかにしていく過程であることが特に重
要となる注３）。
　次に、地域にある既存の社会資源を活用す
るという視点で、それらを有機的につなぐと
いう役割である。地域づくりを推進するため
には、「多角の視点と多様な考え方を持つ」
ことが欠かせず、「地域にある既存の組織を
活用する」という視点も地域福祉の向上につ
ながっている意識を持つ必要がある。「社会
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福祉士など福祉専門職は支援者」という考え
方を転換し「地域住民から社会福祉士として
自分には持ってない能力とスキル、アイデア
などといった力を借りるという発想が生まれ、
要援護者の潜在的な力によって手助けしても
らうこともできる」など、「地域にとって社
会福祉士も社会資源の一つ」と捉えることが
重要である。地域住民や当事者と福祉の専門
職との協働関係（顔の見える関係）が形成さ
れ、相互の理解が深まっていくことで意識と
行動の変化を促すことにつながっていくこと
が期待できる。さらに、こうした地域住民同
士の人間関係の形成支援については、当事者
の組織化を同時に展開していくことが重要と
なる。当事者により近い各分野で活動する社
会福祉士は、当事者の組織化やつながりづく
りに関する潜在的なニーズを発見しやすい立
場にある。そして、社会福祉士が発見した当
事者の組織化ニーズを地域ケア会議などの機
能を活用し、「当事者の個別課題」を「地域
で取り組まなければならない課題」へと変換
を図るなど、地域住民と当事者とをつなぐ役
割を担うことが重要となる注４）。
　最後に、小さな実践から取り組んでみると
いう視点である。「地域共生社会」における「地
域づくり」というと、「何か大層なことを始
めなければならない」ように思えたり、地域
づくりなどにおける圏域の広さや必要な要素
の多様多彩な点の考慮から、誰かがやってく
れるものと他力本願的に思うかもしれない。
専門職の取組みの視点と役割は、地域の課題
を発見し、誰と誰を、何をどこに適切につな
げばよいかを考えながら、誰もが関心を持ち
やすく、何よりも重要なことは「やって楽し
そう、やってみたら楽しかった」という気持
ちが双方に芽生えるような仕掛けをし、「わ
れわれ意識」注５）を醸成することが重要とな
る注６）。最初は小さかった取り組みから始まり、
地域住民や関係機関、地域の多様な社会資源
が協働したことでつながりが拡大・促進され、

地域で継続していくことが必要な活動へと発
展する。地域には、このような活動以外にも
地域住民の思いを形にしていく材料はたくさ
んあるので、まずはどんな取り組みでも良い
ので、地域の色々な力を借りながら仕掛けづ
くりをすることが重要である。

Ⅴ　結論

　本論文では、A県社会福祉士会に所属する
会員７名に対するインタビュー調査から、地
域支援の展開に向けた社会福祉士の課題を踏
まえ、地域共生社会の実現に向けた参加支援
や地域づくり支援などを担う社会福祉士とし
ての視点や役割について考えてきた。その結
果、「日常生活圏域を活動範囲とするという
視点を持ち、地域の課題を把握するという役
割」、「地域にある既存の社会資源を活用する
という視点で、それらを有機的につなぐとい
う役割」、「小さな実践から取り組んでみると
いう視点を持ち、『われわれ意識』を醸成す
る役割」の重要性を主張した。
　社会福祉士による地域支援の展開により、
地域の中で「われわれ意識」が芽生えていく
ことが期待できる。このような地域社会にお
ける人間関係の構築は、「ケアする」「ケアさ
れる」の二分された人間関係を超えた相互実
現型自立注７）を中心的価値とする地域共生社
会の創出に欠かすことのできないものであり、
地域住民および当事者との「共同主体的関係
性の再構築プロセスに参画する」9）ことが、
これからの社会福祉士に求められる大きな役
割となる。そのために、「協働」と「対話」
を援助志向性として持つ人材の育成が、これ
からのソーシャルワーカー養成教育の目標と
なるだろう。

Ⅵ　研究の限界と今後の課題

　本研究は、A県社会福祉士会に所属する会
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員７名という限られた条件下の対象者からの
調査であるため、一般化することはできない。
しかし、先進的な実践活動に取り組む調査対
象者から社会福祉士による地域支援の展開を
阻害する要因を踏まえ、これからの社会福祉
士の役割を検討できたことは、今後のソーシ
ャルワーカー養成教育のあり方を考えていく
ことにつながるものであり、その基礎資料を
得られたのは本研究の成果と考えられる。
　今後の課題として、地域共生社会の実現に
資するソーシャルワークの人材像を明らかに
するとともにコンピテンシーモデルを開発す
ることがあげられる。そのため、本研究で得
られた成果をもとに、引き続き、養成校・職
能団体・社会福祉法人・事業所との協働によ
る調査研究を促進していき、卒後教育を含む
ソーシャルワークの教育と実践の一体的展開
に寄与できるよう努めていきたい。
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注
１ ）同報告書では、ソーシャルワーク機能に

は、複合化・複雑化した課題を受け止める
多機関の協働による包括的な相談支援体制
の構築と地域住民等が主体的に地域課題を
把握し、解決を試みる体制の構築があるこ
とを指摘している。

２ ）ソーシャルワーカーの各専門職団体が、
国の政策理念としての「地域共生社会の実
現」をどのように捉え、実践しようとして
いるのか見解を聞き、これからのソーシャ
ルワーカーの養成と実践を考えていくため

の依拠すべき考え方を共有することを目的
として、2020年11月に一般社団法人日本ソ
ーシャルワーク教育学校連盟主催でオンラ
イン開催された。

３ ）本論文の共同執筆者の秋山は、市町村社
会福祉協議会でのコミュニティ・ソーシャ
ルワーカーとして、身近な中学校区で地域
にある課題を話し合う「地域住民や地域に
ある団体、企業等と福祉専門職での会議」
と、中学校区での助け合いでは解決しない
ような問題については、区全体での制度の
狭間にある課題に対しできることを検討す
る、「分野をまたいだ福祉専門職と地域住
民での会議」に分けて重層的に実施するこ
と、また、このような会議を通して、各地
区にある福祉施設や相談機関と地域住民の
小さな助け合い関係をいくつか作ることが
出来た体験から、日常生活圏域を単位とし
て地域の課題を把握することの重要性を強
調している。

４ ）本論文の共同執筆者の秋山は、介護負担
に伴う心中事件のあった地域での「介護者
のつどい」活動の体験を通し、介護負担に
伴う心中事件では、そこにかかわる専門職
や地域住民の声を聞き取り、介護事業所や
地域包括支援センター、地域の関係者でプ
ロジェクトチームを作り、介護者を支える
ための活動を行った。チームで地域調査を
行い、その結果から高齢者分野の福祉専門
職からは、介護している当事者の声を代弁
してもらい、より本人のニーズに合った活
動の提案があがった。さらに、実際の活動
時は参加の呼び掛けや当事者のつながりに
尽力した。地域住民は、当事者である地域
でできる声かけや集いの場活動を立ち上げ、
「介護」は身近で「我が事」の問題と捉え
ることができ、「われわれ意識」が芽生え
る意識を高めた。また、介護者同士で寄り
添いあい相談しあう関係は、福祉の支援者
にはできないものであり、そこでの学びも
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重要であった」と述べ、「当事者のつなが
りづくりや当事者の組織化」の重要性を指
摘している。

５ ）松端は、「共同体は、同質性・等質性に
満たされた空間であり、そこには「われわ
れ意識（we-feeling）」、すなわち“私たち”
という意識が必要となる。」と述べている10）。

６ ）例えば、本学でも取り組んでいる「子ど
も食堂」の取り組みや地域の「ゴミ屋敷支
援活動」が良い例であろう。子ども食堂は、
全国に5000か所以上増えている（2021年現
在）。地域住民の自主的な取り組みからは
じまり、今は地域の大事な居場所として位
置づけられている。現在は運営資金不足や
安定的な運営が難しくなっている運営団体
もあるものの、制度や規則に囚われずに柔
軟な形で取り組まれている。ゴミ屋敷支援
活動は、地域住民や関係機関といった地域
のさまざまな社会資源を導入する必要はあ
るが、地域の状況にあわせて、可能なこと
を探し出して実践に結びづけられる活動で
ある。これらの取り組みは、大掛かりで大
変な実践活動に見えるが、それぞれの活動
のきっかけは貧困家庭の子どもに食事や安
心感を提供できる居場所や本人の健康およ
び住民との関係回復、地域の住民の不満、
不安解消を目的とした小さな取り組みから
はじまっている。

７ ）「人の手を借りないことが自立なのでは
なく、人の手を上手に借りてお互いにより
よく生きる」という「相互実現（自己実現
に留まらず相互によりよく生きる相互実
現）」という概念が、自立生活の要件とな
るとしている。原田は、「相互実現的自立
（interdependent）という新しい自立観」
とし、「お互いの関係性を大切にして、み
んなが自己実現できるような地域コミュニ
ティを目指す」ことが、ケアリングコミュ
ニティの基本であるとしている11）。
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